
 

 

Ⅰ はじめに 
 

１ 総合計画とは 

 総合計画は、総合的かつ計画的に市政運営を行っていくために、まちづくりの方針を定め、

目指すまちの姿やまちづくりの方向性などを市民の皆さんと共有するものです。また、松本

市において策定するすべての計画の基本となるものであり、分野別の個別計画の策定にあた

っては、総合計画との整合性が図られることとなっています。 

 

２ 計画の構成 

  総合計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」で構成されています。 

 

⑴ 基本構想 

まちづくりの基本理念や目指すまちの姿を定めるもので、市政運営の指針となるもので

す。 

⑵ 基本計画 

基本構想に掲げる基本理念や目指すまちの姿を実現するための、具体的な政策の方向性

や基本施策を体系的に示すものです。 

⑶ 実施計画 

基本計画に掲げた政策の方向性や基本施策に基づく、具体的な事務事業の実行計画とな

るものです。 

   なお、実施計画については、ローリング方式により毎年度見直しを行いながら策定する

ことから別に提示します。 

 

 

資料 ２ 
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３ 計画策定の前提となる社会背景 

⑴  時代の重要な転換期 

バブル崩壊後、日本経済は「失われた30年」と呼ばれる停滞期に直面し、経済成長や物

価上昇に対して悲観的な見方が広がり、いわゆるデフレマインドが定着しました。そのた

め、投資や賃上げを抑制するコストカット型の経済構造が長く続いてきましたが、2025年

には２年連続で５％を上回る賃上げが実現し、日本経済はデフレからインフレへの転換と

いう重要なターニングポイントを迎えています。 

松本市においても、物価や税収が上がらないことを前提としたデフレマインドを払拭し、

これまで実現が困難であった施策にも挑戦できる好機と捉え、期を逸することなく「今や

るべきことをやる」姿勢で、変革と挑戦に取り組んでいきます。 

 

⑵ 加速する少子化・高齢化・人口減少 

   日本の人口は、2008年をピークに減少に転じ、国立社会保障・人口問題研究所の将来推

計（2070年時点）によると、合計特殊出生率は人口置換水準（2.07）を下回る状況が続き、

総人口は 2020 年の約７割まで減少、65 歳以上人口の割合は約４割に達すると予測されて

います。こうした中、国は2025年６月に「地方創生2.0基本構想」を閣議決定し、若者と

女性に選ばれる魅力ある地方づくりを進める方針を示しました。 

   松本市は、10代後半の人口が転入超過となっているという強みを生かしつつ、人口減少

局面にある現実を受け止め、子育て世代や若者が定着し、年齢構成のバランスが取れた安

定した人口構造の実現を目指します。そのために、学びの場、雇用環境、住環境の充実を

図り、若者と女性の自己実現と出産の希望が叶う環境を整えることで、挑戦と定着を進め

ていきます。 

 

⑶ 脱東京一極集中 

 地方創生の取組みが始まってから10年が経過し、全国各地で地域の活性化につながる好

事例が生まれている一方で、地方都市から東京圏へと人口が流出する「東京一極集中」は

依然として続いており、地方では活力の低下や労働力不足が課題となっています。 

 松本市は、医療・教育・文化・経済など多方面で地方の中核を担っており、東京圏から

離れた地域においても「極」となりうる都市です。松本市が「極」の一つとして機能する

ことで、周辺市町村においても経済や住環境などの好循環を促し、地域全体の持続可能な

発展をけん引していきます。 

 

⑷ 激甚化する自然災害 

 近年、日本各地で地震や豪雨などによる自然災害が相次いでいます。2024年に甚大な被

害をもたらした能登半島地震では、公助が届くまでに時間を要したことから、改めて自助・

共助の強化を含む、バランスの取れた自助・共助・公助の充実が重要であることが浮き彫

りとなりました。 

 松本市では、幹線道路整備や上下水道の耐震化といったインフラ強化、避難体制の充実

など危機管理体制の強化を進めるとともに、担い手不足などの課題を抱える自治組織に対

して、地域づくりセンターを核とした伴走型の支援を行い、防災を軸とした自治組織の再
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構築を働きかけます。また、市民一人ひとりの防災意識の向上と備えの充実を促すことで、

総合的に災害に強いまちづくりを進めていきます。 

 

 ⑸ インバウンド需要の高まりと地方のにぎわい創出 

新型コロナウイルス感染症の収束や円安の進行などから、インバウンド需要が全国的に

高まっています。観光地では、土産物などの「モノ消費」から、自然や文化を体験する「コ

ト消費」へのシフトが進み、地域固有の魅力を生かした地方への関心が高まっています。 

松本市は、豊かな自然に加え、文化や歴史といった魅力的な文化観光資源を有し、多様

な文化芸術活動が行われていることが強みです。モノからコトへの変化を好機と捉え、既

存の産業に加え文化観光を振興することで、地域経済の好循環を創出します。 

また、中心市街地では大型商業施設の閉店が相次ぎ、昭和の区画整理から 50 年を経て

建物の改築や建て替え時期を迎えています。松本駅周辺から松本城までを「えきしろ空間」

と位置付け、歴史や自然を活かした公共空間の再編や交通ネットワークの充実により、日

常的なにぎわいを創出し、住む人にも訪れる人にも魅力的なまちの実現を目指します。 

 

⑹ 脱炭素社会の実現 

   世界各地で異常気象が発生する中、地球温暖化による環境問題は世界的な危機として認

識され、脱炭素社会の実現が求められています。 

   松本市は、2020年12月に「松本市気候非常事態宣言」を行い、2050年ゼロカーボンシ

ティの実現を目指すことを表明しました。2024年度には、市民主体の「気候市民会議まつ

もと」において、「ゼロカーボン市民アクションプラン in まつもと」を取りまとめ、これ

を脱炭素社会実現の指針として位置付け、市民と連携した取組みを進めていきます。 

 

⑺ デジタルの社会インフラ化 

   情報通信技術の進歩は目覚ましく、特に新型コロナウイルス感染症の拡大以降、その進

展は加速度を増しました。スマートフォンの普及をはじめ、あらゆる分野でデジタル技術

やAIの活用が進み、デジタルはもはや私たちの暮らしや仕事に欠かせない社会インフラと

して定着しています。 

   松本市では、2021年度に「DX・デジタル化推進に関する骨太の方針」を策定し、市民視

点の政策立案とシステム構築を進めてきました。この方針を毎年アップデートしながら、

市民がデジタル化の恩恵を実感できるよう、社会全体のデジタル化を更に進めていきます。 

 

⑻ 価値観やライフスタイルの多様化 

   新型コロナウイルス感染症の収束を経て、外国人住民の増加をはじめとするグローバル

化の進展、固定的な性別役割分担意識の変化に伴う女性活躍の拡大、デジタル化による働

き方の多様化など、価値観の多様化が一層進んでいます。結婚、子育て、住居選択などに

おいて個人の希望に応じた多様な選択肢が求められ、ライフスタイルも多様化しています。 

   松本市では、市役所における女性管理職の登用や男性の育児休業取得を進め、ジェンダ

ー平等の実現を図るとともに、外国人住民との交流を促進し、地域や職場における多文化

共生を推進します。多様な価値観やライフスタイルを尊重し、一人ひとりが自らの個性を

発揮しながら活躍ができるまちの実現を目指します。  
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４ 計画策定の視点 

⑴ 市民に身近で、分かりやすい計画とします 

   総合計画は、行政にとって市政運営の指針であるとともに、まちづくりの方向性などを

市民と共有するためのものです。基本的な理念や目標、方向性については前期計画を継承

しつつ、社会背景の変化や前期計画の成果と課題を踏まえて内容をより精緻化することで、

市民にとって身近で、分かりやすい計画とします。 

 

⑵ 具体的な行動に繋がる計画とします 

   まちづくりの主役は市民一人ひとりであり、それぞれの主体的な取組みが重要です。ま

た、様々な困難に立ち向かい大きな変革を成し遂げるためには、一人ひとりの意識や行動

が何よりも重要です。そこで、それらの主体的な取組みを支える施策を整理し、市民と行

政が理念と方向性を共有したうえで、具体的な行動に繋がる計画とします。 

 

⑶ 組織や分野を超えて取り組む計画とします 

   市民一人ひとりの行動を支えるためには、個別分野における現状と課題を的確に把握し、

施策の方向性を深めることが必要です。一方で、行政課題が複雑化するなかで、従来の縦

割りを超えた横の連携がますます重要になっています。そのため、後期計画で重点的に取

り組むべき視点を共有し、関連施策を整理することで、組織や分野の枠を超えて横断的に

取り組むことができる計画とします。 

 

⑷ SDGsの達成に寄与する計画とします 

2015年９月の国連サミットで全会一致により採択されたSDGs（持続可能な開発目標）は、

国際社会の共通目標です。「誰一人取り残さない」持続可能で、多様性と包摂性のあるまち

の実現に向け、SDGs が掲げる 17 の目標は、ジェンダー平等やユニバーサルデザインの推

進など、松本市の取組みとも多くの共通点を有しています。経済・社会・環境の広範な課

題に統合的に取り組むことにより、SDGsの達成に寄与する計画とします。 
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５ 松本市の特性 

⑴ 位置・面積 

   松本市は、長野県のほぼ中央から西部に位置し、北は安曇野市、南は塩尻市、東は上田

市、西は岐阜県高山市などと接しています。東西概ね52km、南北概ね41kmにわたり、面

積は、978.47kmで県内最大の市域です。 

【面積】 978.47km 

【標高】 592.21m 

【北緯】 36度14分17秒 

【東経】 137度58分19秒 

        （基準 松本市役所） 

 

⑵ 地勢 

市の東部には、標高2,000mの美ケ原高原を望み、西部には標高3,000m級の峰々が連な

る北アルプスの山岳が広がります。標高最高地点は 3,190mの奥穂高岳、市中心部との標

高差は約 2,600mもあります。日本の屋根と言われる山岳地帯から松本平と呼ばれる肥沃

な盆地まで、変化と魅力に富んだ多彩な地勢が形成されています。 

市内には梓川が貫流し、上流域は北アルプスの山岳地帯にあって起伏の多い急峻な地形

となっており、中流域は山麓地帯と河岸段丘が広がり、下流域は多くの河川からなる扇状

地が形成されています。また北部には、周囲を山に囲まれた中に、山麓からの河川に沿っ

て耕地が開けている地域があります。 

 

 ⑶ 四季 

気候は、日較差の大きい典型的な内陸性気候です。湿度が低く、さわやかな空気と澄み

わたった空、長い日照時間に恵まれています。標高の高い上高地や乗鞍高原、野麦峠、美

ケ原高原などでは冬季の積雪量も多く、厳しい寒さとなります。 

 

⑷ 沿革 

平安時代には、信濃国府が松本の地に置かれていました。中世には信濃守護の館の所在

地として、また江戸時代には松本藩の城下町として栄えました。 

明治40年５月１日に市制を施行し、平成19年には市制施行100周年を迎えました。 

明治期からは製糸業を中心とした近代産業が勃興し、大正初年には日本銀行松本支店が

開業するなど、長野県における経済・金融の中心地となりました。近代工業化は、第二次

世界大戦中の工場疎開を契機として進み、さらに昭和 39 年に内陸唯一の新産業都市に指

定されたことをきっかけに、電気・機械・食料品等の業種を中心に発展してきました。近

年では、産業基盤の確立と地域経済発展を目指し、知的集約型企業の拠点として整備した

新工業団地を中心に、更なる産業集積が進んでいます。  

商業は、江戸時代から『商都松本』とも称されてきたとおり、中南信の商圏の中心とし

て大きな商業集積を形成してきました。農業は、昭和 30 年代までは専業農家を中心に稲

作、畑作、養蚕、酪農などが営まれていましたが、その後の高度経済成長期には、農業従

事者の他産業への流出や兼業化などが顕著となり、農家戸数は減少しています。一方で、
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近年では気象条件を生かした高品質な野菜、果樹、花きを中心に、農業産出額が増加傾向

にあります。 

高速交通網については、平成５年に長野自動車道が全線開通し、平成９年には北陸地方

への通年通行を可能とする安房トンネルが開通しました。現在は、中部縦貫自動車道（松

本波田道路）の事業化が進められています。また、長野県唯一の空の玄関口である信州ま

つもと空港は、令和６年にジェット化 30 周年を迎え、県による国際化と機能拡充が進め

られています。 

松本市は、伝統的に教育や文化を重んずる気風を有しています。明治6年の開智学校の

開校に始まり、大正期には松本高等学校（旧制）が招致されました。戦後はスズキ・メソ

ードや世界花いっぱい運動が発祥し、平成4年からは小澤征爾マエストロが立ち上げたセ

イジ・オザワ松本フェスティバルが毎年開催されています。平成25年には、健康寿命延伸

都市宣言を行い、市民一人ひとりの命と暮らしを尊重するまちづくりを進めています。 

また、地方分権を推進するため、平成12年には特例市の指定を受け、その後は施行時特

例市として周辺市村と連携しながら、個性豊かで持続可能なまちづくりに取り組んできま

した。 

平成17年4月には四賀村・安曇村・奈川村・梓川村と、さらに平成22年3月には波田

町と合併し、全市一体となった市政運営を進めてきました。さらに平成26年度には、市内

全 35 地区に地域づくりセンターを設置し、地域を基盤としてそれぞれの地域課題を解決

する仕組みを整えました。そして、令和３年４月には中核市に移行し、県から多くの権限

移譲を受ける中で、地域を牽引する都市として新たなスタートを切りました。 
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Ⅱ 第12次基本計画 

１ 計画の位置付け 

 ⑴ 「松本市基本構想2030」で定めた基本理念の下、その実現を目指す後期計画として、この

５年間で「何のために、何をするのか」を明らかにし、具体的な政策の方向性や基本施策を

体系的に示すものです。 

 

 ⑵ まちづくりをより総合的かつ効果的に推進するため、「まち・ひと・しごと創生法」に規定

する「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略（第３期松本版地方創生総合戦略）」を包含す

る計画とします。 

２ 計画の期間 

  第12次基本計画の期間は、令和８年度（2026年度）を初年度とし、令和12年度 

（2030年度）までの５年間とします。 

 

３ 計画策定の視点と構成 

  前期計画から切れ目なく政策を推進するため、基本計画の目的、３つの政策の方向性、２つ

の重点戦略、基本施策の７分野は継承します。そのうえで、取組みを強化すべき分野横断的な

政策を４つの重視する視点として位置づけ、時代の重要な転換期に対応した計画とします。 

 

 ⑴ 「何のために」・・・第12次基本計画の目的 

 ア 一人ひとりが豊かさと幸せを実感できるまちをつくる。 

  イ 松本の地域特性を活かした循環型社会を実現する。 

 ウ 三ガク都に象徴される松本らしさを「シンカ」させる。 

 エ 市民の具体的な行動（アクション）を支える。 

 

 ⑵ 「何をする」・・・政策の方向性、重点戦略、重視する視点及び基本施策 

  ア 政策の方向性 

「人」を中心としたまちづくりのあり方を３つの階層に分けて整理し、これを「政策の

方向性」として、松本のまちのシンカに挑みます。 

(ｱ) まちの土台になる「安全・安心」のシンカ 

安全・安心で健やかに暮らし続けるために、未来に続く、しなやかなまちをつくる。 

(ｲ) まちの主役になる「ひと・地域」のシンカ 

ひとや地域の新たなチャレンジを後押しするために、共に育み、支え、学び続けるこ

とのできるまちをつくる。 

(ｳ) まちの豊かさになる「価値・魅力」のシンカ 

新たな価値や魅力を創出するために、ひとや地域のポテンシャルを最大限に活かした

まちをつくる。 
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  イ 重点戦略 

「ゼロカーボン」と「ＤＸ・デジタル化」を社会変革の方向性を示す２つの重点戦略と

して位置付け、政策を推進します。 

(ｱ) ゼロカーボン 

      2050ゼロカーボンシティの実現に向けたゼロカーボンの推進 

(ｲ) ＤＸ・デジタル化 

      デジタルシティ・松本の更なるシンカに向けたＤＸ・デジタル化の推進 

ウ 重視する視点 

５つの行動目標（みとめる、まなぶ、いかす、つなぐ、いどむ）は、市民と行政が共

に取り組む施策推進のエンジンであり、市民と行政の主体的な行動のサイクルを示すも

のです。後期５年では、最後のサイクル「いどむ」に焦点を当てて、取組みを強化すべ

き分野横断的な政策を４つの重視する視点として位置付け、施策を推進します。 

   (ｱ) 若者と女性の挑戦と定着を支える社会基盤の構築 

10代後半が転入超過である松本の強みを生かし、若者と女性の挑戦と定着を支える

鍵となる、安心して働き、暮らし、学び、子育てができる社会基盤を構築します。こ

れにより、地域社会の持続性を確保し、松本に暮らしたいと思える環境を整えます。 

   (ｲ) 学都松本にふさわしい学び環境の充実 

 学都松本の伝統を礎に、学びをまちづくりの中心に据え、保育から高等教育、生涯

学習に至る学び環境の充実を図ります。学びによって市民一人ひとりの成長や自己実

現を支えることは、結果として松本の魅力向上や移住・定住の促進にも繋がります。 

   (ｳ) 暮らしの質を高める都市機能の強化 

自然や歴史と調和した魅力ある公共空間や利便性の高い交通ネットワークを整備

し、人が集い、活動できる都市機能を強化します。あわせて、松本の顔である中心市

街地の再設計を進めることで、暮らしの質を高め、地域経済の活性化にも繋げます。 

   (ｴ) 新たな価値を創出する多様な産業の振興 

松本らしさの象徴である三ガク都の魅力を価値として捉え直し、観光をはじめ農

業、ものづくり、文化芸術など多様な産業の活性化を図ります。こうした産業の広が

りは、新たなまちの価値を創出し、松本で暮らす誇りを育みます。 

エ 基本施策 

組織や分野の枠にとらわれない取組みを進めるため、「政策の方向性」を全ての施策に

共通する横串しとして位置付け、まちづくりの具体的な各論である「基本施策」を７分野

47施策に再編しました（新規２件、統合２件、分野を跨ぐ移動１件、名称変更16件の計

21件を前期計画から改訂）。 

 

  分野１ こども・若者・教育 

  分野２ 健康・医療・福祉 

  分野３ 住民自治・共生 

分野４ 環境・エネルギー 

分野５ 都市基盤・危機管理 

分野６ 経済・産業 

分野７ 文化・観光 
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４ 計画の推進に当たって 

 ⑴ 基本施策には、成果指標（KPI）を設定し、計画の目標管理、進行管理を適切に行います。 

 

⑵ 行政運営に関する施策は、別途「行政行動指針」で定め、計画を推進、下支えします。 

 

⑶ 基本構想2030に掲げる５つの行動目標をエンジンとして、基本施策を推進します。 

 

みとめる …  現状の課題や改善すべき点を認め 

まなぶ  …  課題解決に向けた方策を学び 

いかす  …  これまでの取組みや叡智を活かし 

つなぐ  …  より良い未来をつなぐために 

いどむ  …  目標に向かって挑み続ける 

 

 ⑷ 計画の推進を通じて、基本構想2030の基本理念 

 『 ○岳 自然豊かな環境に感謝し ○楽 文化・芸術を楽しみ ○学 共に生涯学び続け

る』の浸透を図り、日々の暮らしの中で広く実践することにより、「三ガク都」をもっと身

近に感じ、「三ガク都」が松本の豊かさを象徴する言葉になるよう取り組みます。 
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５ 主要指標 

⑴ 人口推計 

 

  目標年度である令和12年（2030年）の人口推計は、次のとおりです。 

 

 推計値 構成比 

０歳～14歳 24,250人 10.51% 

15歳～64歳 137,178人 59.47% 

65歳～ 69,259人 30.02% 

総数 230,687人 100.00% 

 

   

［参考］令和７年（2025年）時点人口 

 推計値 構成比 

０歳～14歳 26,769人 11.61% 

15歳～64歳 137,225人 59.49% 

65歳～ 66,657人 28.90% 

年齢不詳 5,263人  

総数 235,914人 100.00% 

        ※「長野県毎月人口異動調査（R7.4.1） ※最新の情報に置換え   
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 ⑵ 財政推計 ※最新の情報に置換え 
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６ 重点戦略 

 ⑴ ゼロカーボン 

 ～2050 ゼロカーボンシティを目指して ～ 

 

世界各地で記録的な高温や大雨などの異常気象が頻発し、日本においても森林火災や土砂災害、

農作物の生産障害などの影響が顕在化しています。 

松本市は、2020年 12月に「気候非常事態」を宣言し、2050年ゼロカーボンシティ※の実現を

目指すことを表明しました。その後、ゼロカーボン実現条例の制定、「まつもとゼロカーボン実現

計画」の策定、産学官の力を結集する「松本平ゼロカーボン・コンソーシアム※」や地域エネルギ

ー会社である「松本平ゼロカーボンエネルギー株式会社※」の設立など、脱炭素社会づくりの土

台を整えてきました。 

さらに2025年には、松本市の縮図となる年代構成で市民同士が議論した「気候市民会議まつも

と」において、20分野50項目からなる「ゼロカーボン市民アクションプラン in まつもと」がと

りまとめられました。 

松本市はこのアクションプランをゼロカーボンシティ実現の指針として位置付け、全ての部局

で市民の行動を支え、自らも行動することとしました。 

ゼロカーボンの取組みは緒に就いたばかりです。 

第12次基本計画では、松本の恵まれた自然環境を未来へと繋ぎ、その恩恵を享受しながら松本

で暮らし続けることができるよう、市民・事業者・行政が一体となり、長期的な視点で持続的に

脱炭素社会づくりに取り組むことで、ゼロカーボンシティを実現していきます。 

 

● 行政のゼロカーボン 

全ての基本施策を、脱炭素化を前提に取り組みます。 

公共施設への脱炭素設備の導入、ゼロカーボンの視点に立った行政サービスの推進、アクシ

ョンプランの普及啓発・環境教育、市民・事業者の取組みの支援 

 

● 市民のゼロカーボン 

全ての市民が生活のなかで主体的に「ゼロカーボン市民アクションプラン」を実践します。 

補助金を活用した脱炭素設備の導入、アクションプランのできることから実践 

 

● 事業者のゼロカーボン 

全ての産業分野において脱炭素経営への転換を図ります。 

事業所の省エネ化と再生可能エネルギー導入、脱炭素経営への取組促進、サプライチェーン

全体での温室効果ガス削減の推進 

  

ゼロカーボンシティ 二酸化炭素（CO2）の人為的な排出量から、森林などによる吸収量を差し引き、実質ゼロを達成したまちのことです。 松本平

ゼロカーボン・コンソーシアム 通称「ＭＺＣＣ」。地域の企業・大学・行政などが官民連携で協力し、脱炭素社会の実現に向けて活動する組織です。 

松本平ゼロカーボンエネルギー株式会社 通称「ＭＺＣＥ」。官民連携で設立され、地域でつくられた再生可能エネルギーを活用し、地産地消の電力

供給などを進める会社です。 
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⑵ DX・デジタル化 

～ デジタルシティ・松本 ～ 

 第11次基本計画で重点戦略に位置付け、全ての施策において強力に取組みを進めることとした

「DX・デジタル化」。その後策定した「DX・デジタル化推進に関する骨太の方針」で、デジタル革

新を構造変革の原動力として、市民の幸福度の最大化と人口の定常化につなげる “「デジタルシ

ティ松本」のシンカ”を使命に掲げ、着実にデジタルシティの基盤を築いてきました。 

行政のDXでは、行政手続のオンライン化やオンライン窓口の導入を始め、各種クーポンやチケ

ットの電子化等を推進し、市民の利便性向上を図っています。また、市役所が率先してテレワー

ク等に取組み、生成AI※を積極的に活用するなど、デジタル市役所の実現に向けて確実に歩みを

進めています。 

社会及び民間のDXでは、地元企業のデジタル化やデジタル弱者への支援等を通じて、デジタル

化の機運醸成を図るとともに、産学官が連携してイノベーション・エコシステムの実現を目指す

「デジタルシティ松本推進機構（DigiMAT）」を中心に、デジタルサービスの創出及びデジタル人

材の育成等に取り組む中、市民主体のメタバース空間「ばーちゃるまつもと」を始めとする、新

たなサービスが生まれています。 

第12次基本計画では、こうした基盤をもとに、市民が真にデジタル化の恩恵を実感できる「デ

ジタルシティ・松本」の更なるシンカを目指し、「社会、行政、民間」の３側面を相互に連携・連

動させながら、これまで以上に強力にDXを推進します。 

 

● 行政のDX 

 「市民に身近な市役所づくり」を合言葉に、スピード感をもってフロントヤード改革とバ

ックヤード改革に取組み、行政のDXを推進します。 

 

 

 

 

● 社会のDX 

 一人ひとりのニーズに合ったサービスを選択でき、誰もがデジタルの恩恵を享受・実感でき

る、人に優しいデジタル社会の実現を目指し、社会のDXを推進します。 

 

 

 

 

● 民間のDX 

 デジタル人材が育まれ、デジタルを駆使して働くことができ、便利さを実感できるサービス

が生まれるイノベーション・エコシステムを形成し、民間のDXを推進します。 

 

 

ICTインフラの維持・整備、オンライン診療、オンデマンド交通、キャッシュレス化、

デジタル格差の是正、町会業務のデジタル化、オープンデータの充実、公共施設予約・

鍵のデジタル化、デジタルを活用した学びの拡充 など 

デジタル人材の育成、スタートアップ・新産業の創出、地元企業のデジタル化、デジ

タルマインド醸成、情報リテラシーの向上、最適なエコシステムの構築、スマート農

業の推進、デジタル技術を活用した観光振興 など 

自治体システムの標準化・共通化、マイナンバーカードの普及促進・利用の推進、行政

手続きのオンライン化、ペーパーレス化、AI・RPA※の利用促進、テレワークの推進、

セキュリティ対策の徹底、レジリエンスの強化 など 

メタバース メタ（超越）とユニバース（宇宙）を組み合わせた造語で、インターネット上に構築された三次元の仮想空間です。 生成AI 大量のデ

ータから学習したパターンを元に、テキスト、画像、音声、動画などの新しいコンテンツを作り出すことのできる人工知能です。 RPA Robotic Process 

Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）の略で、定型的な作業をソフトウェアロボットが自動化する技術です。 
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